
 

 

【業務継続計画】 

部名 建設部 課名 道路管理課 

Ｓ 新たに発生する業務 必要人員 

なし ０人 

Ａ 継続業務 必要人員 

【道路維持管理事業】 
13人 

(冬)15人 【道路除排雪事業】 

Ｂ 縮小業務 必要人員 

【許可・承認業務】 

・窓口を縮小し，対応しうる限りの事務を執行 
５人 

(３人はＡ

と重複) 
【苦情・相談等窓口業務】 

・来庁以外での対応（電話,メール等での対応） 

Ｃ 休止業務 

【各協議会・各道路整備促進期成同盟会等の業務】 

・関係者に中止（延期）を電話等で連絡 

【道路整備に係る施工協議，地権者交渉等の業務】 

・関係者に中止（延期）を電話等で連絡 

【市道認定等に係る業務】 

・関係者に中止（延期）を電話等で連絡 

【工事及び建設関連業務委託の検査及び監督業務】 

 ・請負者に電話，メール等で指示，連絡 

 使用中止施設 

 なし  

Ｓ～Ｂの業務を実施するための体制 

職員数(※) 想定出勤職員数（※２） 想定必要職員数（※３） 職員の過不足 

39人 23人 
15人 

(冬)17人 

８人 

(冬)６人 

【職員が不足の場合の対応】 

 建設部内外に応援を要請する。 

専門的なスキルや資格を必要とする業務 

なし 

今後の課題 



 

 

【受付対応マニュアルの整備】 

 苦情，要望等を受付ける市民対応専門窓口に，業務担当課の職員を充分に貼り付けできない

ので，頻繁に交代する他部の応援職員でも，正確で円滑に対応できるような受付対応マニュア

ルの整備を図る必要がある。 

（※）平成31年４月１日現在職員数  

（※２）想定出勤職員数は，欠勤者数（40％）を職員数から差し引いた数 

 (※３)想定必要職員数は，業務継続計画に基づきＳ，Ａ，Ｂの業務を実施するために必要な職員数 

  



 

 

【業務継続計画】 

部名 建設部 課名 交通政策課 

Ｓ 新たに発生する業務 必要人員 

【交通対策係，交通計画係】 

○ 交通事業者等（バス協会，鉄道・バス・タクシー）からの情報収集及び情報提

供 

・インフルエンザ感染拡大を防止する目的で運休することとなる公共交通機関の

情報を収集する。 

・公共交通機関の運行（運休）状況についての市のホームページ等で情報提供を

行う。 

○ 中断，中止する事務事業に係る対応 

・業務を中止，中断することについての，指示，周知が必要となる。 

５人 

Ａ 継続業務 必要人員 

なし ０人 

Ｂ 縮小業務 必要人員 

【交通計画係】 

○ 建築確認申請に伴う他法令等調査に係る確認業務】 

・建築確認申請に係る建築指導課の対応方針に合わせ，窓口を縮小し，対応しう

る限りの事務を執行する。 

○ 駐車場に係る届出及び相談 

・届出については，来庁以外の方法（郵送，宅配便等）で実施。 

・相談等については，来庁以外の方法（電話，メール等）で対応。 

○ 都市計画道路に係る相談 

・来庁以外の方法（電話，メール等）で対応。 

３人 

Ｃ 休止業務 

【交通対策係】 

○ 放置自転車撤去，返還業務 

・受託者に業務中止を指示。 

・返還業務中止を返還場所入り口への貼紙や市ホームページで案内。 

○ 駐輪場管理（盛岡駅前自転車駐車場・盛岡駅西口自転車等駐車場以外） 

・自転車整理業務を中止とし，受託者に連絡。 

○ 駐車場管理（盛岡駅西口自転車等駐車場） 

・定期カード等の発行を中止とし，貼紙や市ホームページで案内。 

【交通対策係，交通計画係】 



 

 

○ 交通政策に係るPR業務（自転車利用促進，バスの日まつり等） 

・イベントを中止し，市ホームページ等で周知。 

○ 交通政策に係る会議等（総合交通施策懇話会，盛岡市地域公共交通会議等） 

・中止あるいは延期とし，関係者に周知。なお，場合により郵送やメール等で会議を代替。 

【交通計画係】 

○ 工事関係 

・工事を中止あるいは延期とし，請負業者等関係者に指示及び周知。 

○都市計画道路変更事務に係る説明会等 

・中止あるいは延期とし，関係者に周知。 

 使用中止施設 

【交通対策係】 

○ 盛岡駅前自転車駐車場 

・指定管理者に施設の閉鎖を指示。（自転車の出庫対応のみ行う） 

・閉鎖を施設入口への貼紙や市ホームページ等で案内。 

・周知が図られる，駐車自転車が無くなるまで指定管理者職員を配置し対応。 

○ 盛岡駅西口自転車等駐車場（無人施設） 

・閉鎖を施設入口への貼紙や市ホームページ等で案内。（自転車の出庫のみ行う） 

Ｓ～Ｂの業務を実施するための体制 

職員数(※) 想定出勤職員数（※２） 想定必要職員数（※３） 職員の過不足 

13人 ８人 ８人 ０人 

【職員が不足の場合の対応】 

 なし 

専門的なスキルや資格を必要とする業務 

なし 

今後の課題 

対応マニュアルの整備 

 

（※）平成31年４月１日現在職員数  

（※２）想定出勤職員数は，欠勤者数（40％）を職員数から差し引いた数 

 (※３)想定必要職員数は，業務継続計画に基づきＳ，Ａ，Ｂの業務を実施するために必要な職員数 

  



 

 

【業務継続計画】 

部名 建設部 課名 道路建設課 

Ｓ 新たに発生する業務 必要人員 

なし ０人 

Ａ 継続業務 必要人員 

【道路整備に関る苦情・相談等窓口業務】業務係・街路係・道路第一・第二係  

 ・来庁以外での対応（電話・メール等）。 
２人 

Ｂ 縮小業務 必要人員 

【庶務経理事務・工事関係業務】業務係・街路係・道路第一・第二係 

・感染状況により支払先から事前に電話連絡等で了解を得た上で，支払いを延期す

る。 

・施工中の工事箇所の規模縮小の対応業務。 

５人 

Ｃ 休止業務 

【道路整備に係る地元説明会・懇話会・勉強会】街路係・道路第一係・道路第二係 

・関係者に中止・延期を電話等で対応。 

【道路整備に係る地元折衝】 

・関係者に境界立会い・交渉の中止（延期）を電話等で連絡。 

【道路工事及び建設関連業務委託の検査・監督業務】 

・請負業者に作業状況を確認の上，工事の一時休止と工事箇所の安全確保を電話等で連絡。 

【道路工事に係る関係者との現場立会い】 

・関係者に立会い休止を電話等で連絡。 

 使用中止施設 

なし 

Ｓ～Ｂの業務を実施するための体制 

職員数(※) 想定出勤職員数（※２） 想定必要職員数（※３） 職員の過不足 

25人 15人 ７人 ８人 

【職員が不足の場合の対応】 

建設部内から応援により対応。 

専門的なスキルや資格を必要とする業務 

工事設計・施工管理・監督等業務 

今後の課題 

課内対応マニュアル策定 



 

 

（※）平成31年４月１日現在職員数  

（※２）想定出勤職員数は，欠勤者数（40％）を職員数から差し引いた数 

 (※３)想定必要職員数は，業務継続計画に基づきＳ，Ａ，Ｂの業務を実施するために必要な職員数 

 

  



 

 

【業務継続計画】 

部名 建設部 課名 河川課 

Ｓ 新たに発生する業務 必要人員 

なし ０人 

Ａ 継続業務 必要人員 

【災害等の対応業務】 

 ・降雨時における水門操作，油事故等緊急対応 

・地震時，大雨時の災害対応 
６人 

Ｂ 縮小業務 必要人員 

【河川等の整備・管理等の業務】 

 ・河川・水路の維持管理業務 

・河川・水路の業務委託・工事の発注業務 

３人 

【河川等の占用許可，各種審査等の業務】 

・窓口等を縮小し，対応しうる限りの事務を執行 

【苦情・相談等の窓口業務】 

・来庁以外での対応（電話・メール等での対応） 

【土砂災害等に関する周知業務】 

・ハザードマップの配布は郵送等とする 

Ｃ 休止業務 

【北上川ダム管理協議会等の業務】 

・関係者に中止（延期）を電話等で連絡 

【河川改良等に係る地元説明会，施工協議等】 

・関係者に中止（延期）を電話等で連絡 

【河川改良等の委託，工事】 

・請負業者に作業状況を確認の上，工事等の一時中断と箇所の安全確保を電話等で連絡 

 使用中止施設 

なし 

Ｓ～Ｂの業務を実施するための体制 

職員数(※) 想定出勤職員数（※２） 想定必要職員数（※３） 職員の過不足 

14人 ９人 ９人 ０人 



 

 

【職員が不足の場合の対応】 

建設部内の他課からの応援により対応 

専門的なスキルや資格を必要とする業務 

なし 

今後の課題 

なし 

（※）平成31年４月１日現在職員数  

（※２）想定出勤職員数は，欠勤者数（40％）を職員数から差し引いた数 

 (※３)想定必要職員数は，業務継続計画に基づきＳ，Ａ，Ｂの業務を実施するために必要な職員数 

  



 

 

【業務継続計画】 

部名 建設部 課名 用地課 

Ｓ 新たに発生する業務 必要人員 

なし ０人 

Ａ 継続業務 必要人員 

なし ０人 

Ｂ 縮小業務 必要人員 

【用地取得・補償事務】 

・来庁以外（電話・メール・郵送等）での対応 

４人 
【境界立会申請及び境界同意申請受付・相談】 

 ・来庁以外（電話・メール・郵送等）での対応 

【法定外道路占用許可事務】 

・来庁以外（電話・メール・郵送等）での対応 

Ｃ 休止業務 

【用地取得・補償事務】 

・地権者等への訪問による交渉（中止または延期を電話等で連絡する。 

【土地境界現場立会】 

・申請中の関係者等との現場での立会（中止または延期を電話等で連絡する。 

【用地取得事務】 

・交渉中の地権者に対応できない旨を電話等で連絡する 

【土地境界現場立会い】 

・申請中の関係者等に対応できない旨を電話等で連絡する。 

 使用中止施設 

なし 

Ｓ～Ｂの業務を実施するための体制 

職員数(※) 想定出勤職員数（※２） 想定必要職員数（※３） 職員の過不足 

20人 12人 ４人 ８人 

【職員が不足の場合の対応】 

なし 

専門的なスキルや資格を必要とする業務 

なし 

今後の課題 

対応マニュアルの整備 



 

 

（※）平成31年４月１日現在職員数  

（※２）想定出勤職員数は，欠勤者数（40％）を職員数から差し引いた数 

 (※３)想定必要職員数は，業務継続計画に基づきＳ，Ａ，Ｂの業務を実施するために必要な職員数 

 

  



 

 

【業務継続計画】 

部名 建設部 課名 建築住宅課 

Ｓ 新たに発生する業務 必要人員 

なし ０人 

Ａ 継続業務 必要人員 

なし ０人 

Ｂ 縮小業務 必要人員 

【住宅係】 

・市営住宅入退去に関する各種申請・届出等 

・市営住宅使用料等の収納 

・指定管理者等への指導及び相談 

・市営住宅の修繕 

３人 

１ 市営住宅の入退居に関する各種申請・届出等は郵送方法に変更し，業務の継続

に努める。（市営住宅に関する窓口業務等（指定管理者の業務を含む）は，感染

の拡大を防止するため，原則停止とする。） 

２ 市営住宅使用料等収納事務は，人員体制を縮小し，事務の内容を調整する。 

３ 指定管理者に対する指導及び相談事務は，人員体制を縮小し，事務の内容を調

整する。 

４ 市営住宅の修繕（指定管理者の事務を含む）は，人員体制を縮小し，優先度に

応じて対応する。 

Ｃ 休止業務 

【建築係，機械設備係，電気設備係】 

１ 設計における課内業務と委託業務については，依頼課や委託設計事務所と協議の上，中断す

る。 

２ 工事監理における請負業者との工程及び施工等の打合せについては，業者に事情を説明の

上，打合せの中止及び延期について連絡する。 

【住宅係】 

１ 市営住宅に関する窓口業務等（指定管理者の業務を含む）は，感染の拡大を防止するため，

原則停止とする。 

２ 指定管理者と協議の上，以下の項目について中断・中止・延期を検討する。 

 ・市営住宅定期募集 

 使用中止施設 

なし 



 

 

Ｓ～Ｂの業務を実施するための体制 

職員数(※) 想定出勤職員数（※２） 想定必要職員数（※３） 職員の過不足 

27人 16人 ３人 13人 

【職員が不足の場合の対応】 

部内対応 

専門的なスキルや資格を必要とする業務 

【建築係，機械設備係，電気設備係】 

・建築設計，監理事務等 

今後の課題 

特になし 

（※）平成31年４月１日現在職員数  

（※２）想定出勤職員数は，欠勤者数（40％）を職員数から差し引いた数 

 (※３)想定必要職員数は，業務継続計画に基づきＳ，Ａ，Ｂの業務を実施するために必要な職員数 

 


